
発行九条の会東京連絡会 〒１０１－００６１ 東京都千代田区三崎町３-３-３太陽ビル５０３ TEL ０３-３２３９-６７１６

ＦＡＸ０３-３２３９-６７１７ ホームページ www.9jo-tokyo.jp メールアドレス mail@9jo-tokyo.jp

私
が
知
る
限
り
、
武
力
に
よ
る
争
い
で
、

一
般
の
名
も
な
い
市
民
や
老
人
、
女
性
、

子
供
た
ち
が
幸
せ
に
な
っ
た
と
い
う
話
を

聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

私
自
身
が
父
や
長
兄
を
失
っ
た
第
二
次

世
界
大
戦
も
、
そ
の
後
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
や

イ
ラ
ク
戦
争
で
も
、
先
日
の
イ
ス
ラ
エ
ル

と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
戦
闘
で
も
、
常
に
犠
牲

に
な
る
の
は
、
力
の
無
い
お
年
寄
り
や
子

供
、
そ
し
て
将
来
あ
る
名
も
無
い
若
者
た

ち
で
、
実
際
に
戦
争
と
い
う
手
段
を
選
ん

だ
国
の
指
導
者
や
実
力
者
た
ち
は
、
爆
弾

の
飛
距
離
か
ら
は
遠
い
安
全
な
場
所
に
座
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
分
や
既
得
権
、
財

産
や
国
土
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

戦
争
は
常
に
為
政
者
が
口
火
を
切
っ
て
、

あ
っ
と
い
う
間
に
野
火
の
よ
う
に
ひ
ろ
が

り
ま
す
。
戦
争
に
よ
る
強
力
で
巨
大
な
消

費
は
、
犠
牲
と
な
っ
た
多
く
の
命
や
涙
の

上
に
、
一
部
の
為
の
利
益
を
産
み
、
自
ら

は
決
し
て
死
の
う
と
し
な
か
っ
た
人
々
に

勝
利
の
喜
び
や
繁
栄
を
も
た
ら
す
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
こ
に
は
汚
れ
て
枯
れ
た
大
地

と
、
ぬ
ぐ
い
切
れ
な
い
悲
し
み
や
恨
み
、

多
く
の
傷
跡
と
疲
弊
の
爪
跡
が
残
る
の
で

す
。ま

し
て
、
核
兵
器
を
三
万
発
も
作
っ
て

し
ま
っ
た
今
は
、
例
え
そ
の
一
部
で
も
使

用
さ
れ
た
な
ら
、
人
類
は
も
は
や
生
き
残

る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。

想
像
力
を
働
か
せ
ま
し
ょ
う
！
憲
法
九

条
を
手
離
さ
な
い
。
そ
し
て
非
戦
と
核
の

廃
絶
を
絶
対
の
理
念
と
し
て
生
き
抜
き
ま

し
ょ
う
！

（
音
楽
評
論
・
作
詞
）

「
私
の
誓
い
」

湯
川
れ
い
子
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九条の会東京連絡会では、

懇談会で出された意見にもと

づいて、小規模交流会を開い

ています。「全国交流集会の

役割と重複させず、東京なら

ではの特徴のある交流会」

「無理をせずに継続できて、

自分たちの役に立つ交流会」

を目指して、さしあたり以下

のような形でスタートさせま

した。

１．基本的に月１回ぐらいの

ペースで開く。２．十分話し

合えるように数十人程度の規

模で開く。３．毎回テーマを

設定して２～３人の報告者を

たて、その報告を元に質疑応

答・討論を行う。

テーマ案として以下のよう

な希望が出されています。

「ニュース発行のノウハウ」

「今年の総選挙に向けて」

「会をどう広げるか？～タテ

（若い世代）に広げる、ヨコ

（地域的）に広げる」「署名

活動の進め方」「映画上映会

の進め方」「会の運営の仕方」

など。

以下、これまで開かれた３

回の交流会の様子をお伝えし

ます。

＜第１回交流会＞

テーマ：ニュース発行のノウ

ハウ

日時：２月９日(月)

18:30～20:30

場所：豊島区民センター５階

音楽室

参加者：４２人

最初に次の四つの会からニュー

ス発行の経験を報告してもら

いました。

１. 練馬・大泉九条の会から

──Ａ４版４ページ（６ペー

ジのときも）カラー印刷で写

真も豊富な紙面に感嘆。ジャー

ナリストなど会員に書き手も

たくさんいる。年３回ほどで、

０５年８月から現在まで１３

号。１回に１０００部発行。

２. 多摩市民・九条の会から

──Ｂ５版４ページで月刊、

現在４９号。会員約８００人

だが、世帯数で配布。定期発

行しているので催し物チラシ

の折りこみ依頼が多い。借用

している教育会館の印刷機が

Ａ３仕様になるので、次号か

らＡ４版４ページ。

３. 憲法９条を守る西東京連

絡会から──市内１３の会の

連絡会なので、各会の情報を

中心にＢ５版４ページ。１０００

部発行。編集会議をきちんと

やらないと持続できないが、

午前１０時から開くので出席

者が限定される。

４. 足立・江北九条の会から

──Ｂ４版２ページ。月刊で

現在５１号。会員３５０人、６５

０部印刷。戦争体験など執筆

は固辞されるので、聞き書き

で。「わかりやすく」と心掛

けている。会の事務所を家賃

５万円で。九条バッジの販売

で資金。

このあと、文京・西片町教

会、あきしま、大田・女性の

会、あきる野、ねりま、杉並・

荻窪、杉並、江戸川・平井小

松川と８人が発言。ニュース

発行の状況を報告するととも

に、ニュース作りや配布の苦

労、また、会員や賛同者の声

を紙面に登場される工夫など

が語られました。

＜第２回交流会＞

テーマ：今年の総選挙に向け

て

日時：２月23日（月）

18:30～20:40

場所：豊島区民センター５階

音楽室

参加者：３７人

最初に島田修一弁護士から

「９条をめぐる情勢」につい

て40分程、ミニ講演をしても

らいました（その一部は本号
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５頁に島田論文として掲載さ

れています）。ついで、以下

の３つの会から経験を報告

(各10分)してもらいました。

１. 下町人間・天狗講九条

の会から──政治・選挙に関

わらないで改憲阻止はできな

い。下町人間・天狗講の会と

しては2007年の国民投票法

の時にもパンフレットを出し

た。また、この間、映画「日

本の青空」の上映会にも取り

組んできた。今年の総選挙で

は候補者にアンケートをとっ

て改憲か護憲かの態度を明ら

かにしてもらうようにしたい。

２. ねりま九条の会から─

─ねりまの会では、すでに1

2/15締切りの候補者アンケー

トを取っており、３人の候補

から返事がきた（民主党１人、

共産党２人。いずれも護憲と

回答）。返事をくれた候補者

と対話もし、九条の会に入っ

てほしいとの訴えもした。練

馬区では生活者ネットも九条

の会をつくっており、創価学

会にチラシやポスターをおい

てもらっており、公明党区議

とも対話している。文字通り

超党派的な結集をめざしてお

り、今後は子育てや教育をテー

マにした取り組みを進めてい

きたい。

３. 高島平九条の会から─

─参議院議員に対して「改憲

の手続きを進めない」旨の要

請を行った。できる限り多く

の会派・議員に申し入れて、

秘書などと面談

した。地域では

文字通り草の根

の活動を進める

ことをスローガ

ンに学習会など

を取り組んでい

る。

この後、質疑

応答に入り、東

大和、中野、マ

スコミ、足立江

北、中央区、高齢者、北区、

西東京、科学者、豊島などの

会から１４人が発言をしまし

た。上記の３つの会に対して、

どのような議論をしてきたの

か、どのように活動している

のかなどの質問が出ると同時

に、候補者アンケートなどの

取り組みを共同で行うかどう

かについても討論し、次のよ

うな意見が出されました。

「３つの会の経験を興味深

く聞いたが、自分の地域では、

今、九条の会が総選挙に関与

すれば特定の党派を推してい

ると誤解され、結集の幅を狭

めてしまうことになりそうだ。」

「九条運動への接近は地域・

階層・個人によって様々だ。

相手の実状に応じた工夫が必

要。」

「個々の会が現場の状況に

応じて自由に取り組むのはい

いが、東京全体で共同行動を

組むようなことはうまくいか

ないだろう。」

「しかし九条を守る運動が

政治から離れて進められる訳

ではないし、九条の会が選挙

に関わってはならないという

ことでもない。何か考えるこ

とも必要ではないか。」

「選挙を念頭においた取り

組みと言っても、候補者アン

ケート以外にもいろいろ考え

られる。情勢講演会や映画上

映会なども、選挙前に主権者

によく考えてもらう効果があ

る。もっと柔軟な発想で創意

工夫すべきだ。」

「九条の会の運動に取り組

んでいる人の幅はまだまだ狭

い。もっと広範な人々が集ま

れるよう本気で考えないと駄

目だ。」

交流会なので特に結論は出

しませんが、自由闊達かつ真

剣なよい討論ができました。

＜第３回交流会＞

テーマ：若い世代に広げる

日時：３月１６日(月)

18:30～20:30

場所：豊島区民センター４階

会議室

参加者：３６人

各地の九条の会で異口同音

に聞かれる若い人に広げて行

きたいとの声に応えるもので

す。「ピースナイト９（大学

生）、ピースパーティ９（高

校生）、東京国公（労組青年

部）、杉並青年９条の会（地

域）の会からの報告を受けま

した。」

１、ピースナイト９から―

都内大学の９条の会で実行委

員会を作り、これを軸に学生

９条の会の発展を目指してい

ます。２００７年より毎年１

０００名規模の集いを行って

おり、今年も１２月に大江健

三郎さんを呼んで早稲田大学

大隈講堂で集いを予定してい

ます。９条の会は政治団体で

とっつきにくいと考える学生

が多いので、チラシなど宣伝

物は学生の顔の見えるものを

と工夫しています。地域の９

条の会にはカンパをお願いし

ているが地域の会に学生を呼

んで欲しい。

２、高校生のピースパーティ

９から―都内の高校生が３月

２１日に集会を行います。こ

れを軸に１００名の高校生か

らピースメッセージを集めま

した。また、街頭宣伝で２日
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で９１名と対話しました。６

０の高校生徒会に案内を送り

ました。９条は自分たちの命

にかかわること、９条のこと、

戦争のことをもっと高校生が

知らなければと活動していま

す。

３、東京国公から―労組の

中では９条問題があまり討議

になっていないのが現状。職

場で話をすることにためらい

があります。そのみぞを埋め

るため学習が必要。自民の改

憲案を知らない組合員も多い。

東京大空襲の体験者の話を聞

き、語り継ぐ会を行っている。

いま起ころうとしていること

を知ってもらうことが大切。

４、杉並青年９条の会から

―２０～３０代中心の会で４

年前から始めた。若い人は人

のつながりを大切にし、居心

地よい場を求めている。それ

に応える活動として横須賀米

軍基地見学の後は中華街、憲

法集会の後はキャンプなど楽

しいことをやる。食事も大事

で手巻き寿司、

すき焼き鍋な

どで引きつけ

る。それらを

通じて９条を

守りたいとの

気持ちが生ま

れる。戦争は

きらいとの気

持ちは青年に

強い。２０１

０年の核拡散

防止条約会議に３名を派遣す

る。

また、会場発言で豊島区の

会がI.K.B（池袋出身のダン

ス＆ボーカルユニット）を呼

んで集いを行い若い人を集め

た経験が報告された。出演者

にも９条を知ってもらうため

弁護士のレクチャーを行った。

若い人の企画には年配層も来

るが、年配層の企画には若い

人は来ないとの経験もだされ。

高校生から活字ばかりのチラ

シは引いてしまうとの感想も

述べられた。

＜今後の予定＞

４月は渡辺治氏の講演会を

開くので、交流会はお休みで

す。次回、第４回交流会は５

月18日（月）18:30から開き

ます。テーマは「九条の会を

地域に広げる」（仮題）です。

会場、報告者などが決まりま

したらホームページに掲載し

ます。また連絡先を登録して

ある九条の会にはハガキでの

案内も送りますので、ぜひご

参加下さい。
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３月１３日、麻生内閣は自衛
隊に対し自衛隊法８２条の
「海上警備行動」を発令し、
同時に「海賊行為の処罰及び
海賊行為への対処に関する法
律」案を国会に提出した。発
令を受けて翌１４日、海上自
衛隊の護衛艦「さざなみ」と
「さみだれ」が１万２０００
キロ離れたソマリア沖へ向け
て呉港を出発した。いずれも
５千トン級の護衛艦で、２隻
に自衛官４百名、海上保安官
８名、海自の特殊部隊「特別
警備隊」が乗り込み、哨戒ヘ
リ４機も搭載。「テロ」対策
を口実にインド洋とイラクに
自衛隊を派兵した自公政権は、
今度は「海賊」対策の名の下
に自衛隊をアフリカへ派兵し
た。

今回の派兵の最大の問題は、
これまでの自衛隊の海外派兵
の「限界」を一掃することに
ある。インド洋とイラクに派
兵された自衛隊は、期間限定、
地域限定、活動限定、武器限
定のしばりを受けていた。イ
ンド洋では期間６年、戦闘行
為が行われていない地域、協
力支援活動・被災民救援活動、
イラクは４年、戦闘行為が行
われていない地域、人道復興
支援活動・安全確保支援活動
であり、武器の使用はインド
洋でもイラクでも、「生命の

防護のためやむを
得ない必要がある
と認める相当の理
由があるとき」と
されていた。活動
は後方に止まって
前線はダメ、武器
使用は生命防護の
「受動的」な場合
に限定されていた
のである（それで

も憲法９条１項が禁ずる武力
行使に該当することは名古屋
高裁判決にみるとおりである）。
ところが、今度のソマリア派
兵は、期間の限定はなく、世
界中の公海への自衛隊派兵を
認め（日本領海もしくは近海
に限定されている海上警備行
動を拡大解釈して派兵を先行
させたうえ、海賊対策法案は
ソマリアと限定していない）、
しかも自ら海賊を取り締まる
ことから「前線」での活動を
認め、さらにはそこでの武器
使用の基準を大幅に緩和して
いるのである。武器使用緩和
についてみると、「海上警備
行動」と海賊対策法案はいず
れも警察官職務執行法第７条
を準用しているが、警職法第
７条は警察官の武器使用を、
「犯人逮捕」「逃走防止」
「人の防護」「公務執行に対
する抵抗の抑止」の場合に認
めている。このことは、「テ
ロ」特措法、イラク特措法に
おける「生命の防護のためや
むを得ない必要があると認め
る相当の理由があるとき」と
比較し、武器使用のケースを
拡大させていることは明らか
である。そればかりか、海賊
対策法案は「海賊行為」とは
何かについて、「船舶の強取」
「船舶内の財物の強取」にと
どまらず「船舶に著しく接近
する行為」、さらには「海賊

行為する目的で、凶器を準備
して船舶を航行させる行為」
にまで、その定義を広げてい
る。つまり、海賊が民間船舶
に乗り込んで船舶を強取し、
財物を強取した場合はもとよ
り、海賊が民間船舶に乗り込
もうとした段階でも、それ以
前の「船舶に著しく接近する
行為」に対しても、さらには
距離に関係なく停止発令に従
わないで航行を続けている段
階でも、武器使用を可能とし
ている。「テロ」特措法、イ
ラク特措法での武器の使用は
受動的であったが、今回は海
賊から発砲がなくても先行的、
能動的に武器を使用すること
を認めているのである。しか
も、派遣された護衛艦が使用
する武器は機関銃・速射砲・
機関砲・魚雷、哨戒ヘリの武
器は機関銃・魚雷・対潜爆弾・
対艦ミサイル、の大量殺戮が
可能な兵器である。

１９９１年のペルシャ湾掃海
艇派遣、また１９９２年ＰＫ
Ｏ協力法で世界各地（カンボ
ジア、モザンビーグ、ゴラン
高原その他）に派遣された自
衛隊。さらにはアメリカが実
際に行っている戦争（アフガ
ニスタン）に２００１年から
参加し、２００４年からは
「戦地」（イラク）に部隊を
派兵した自衛隊。自衛隊の任
務を専守防衛から海外出動へ
大きく転換させるこの間の動
きの連続線上に登場してきた
のが、ソマリア派兵である。
海賊を足がかりに後方支援、
人道支援、武器限定のこれま
での制約を突破し、解釈改憲
の「究極の目標」である海外
派兵恒久法の制定に大きく近
づけるために登場してきたの
が、ソマリア派兵である。自
衛隊に引き金を引かせてはな
らない。２度と人を殺させて
はならない。海賊対策法案の
成立を絶対に許さない声と運
動を大きくしていくことが今、
緊急に求められている。

２００９年４月５日 九条の会東京連絡会ニュース 第２号（５）

九条とソマリアへの海上自衛隊
派兵に思う

弁護士：島田修一



町田における「九条の会」は、

現在、地域の会が１２，学生が

１、職場が２，分野が２となっ

ています。こうした組織づくり

の上で５年前に結成された「憲

法を守る町田の会」は、「町田

革新懇」がよびかけて組織され

たものですが、名称を「町田九

条の会」とはしませんでした。

それは、憲法を守るという課題

の内容として、第９条を中心と

しながらも、基本的人権の第１

１条、生存権の第２５条など、

憲法全体を守ることを重視した

からです。

運動の課題としては、憲法を

変える国民投票の際、有権者の

過半数が反対の票を投じること

ができるように、世論を組織し

ていこうということです。その

ために、地域や職場、学園に

「九条の会」を数多く組織し、

宣伝、学習、対話、署名などの

活動で、憲法を守る意識を高め

ていこうと考えました。

地域の「九条の会」を組織し

ていくにあたっては、「町田の

会」の結成に参加した人の名簿

を地域ごとに分けて知らせると

いう手助けをしました。地域の

「九条の会」の組織化は、０４

年が４カ所、０５年が４カ所、

０６年が２カ所、０８年が２カ

所と進んでいきました。それと

並行して「町田の会」は１ヶ月

ないし２ヶ月に１回、各地域、

職場の「九条の会」に呼びかけ

て、定期的に交流会を開いてき

ました。その際に重視したこと

は、新しく「九条の会」を組織

する時に、その地域の広さにこ

だわらない、名称にこだわらな

い、「町田の会」への入会は呼

びかけない、「町田の会」との

上下関係はない、以上の点を大

事にしてとりくみました。また

交流会の時には未組織の地域や

職場、学園に「九条の会」を作っ

ていくことを論議しました。

会わせて「町田の会」として

独自の活動にもとりくんできま

した。憲法記念日や終戦記念日

と合わせた街頭宣伝、学習会な

どを行いました。また「町田の

会」が呼びかけて、様々なイベ

ントにとりくんできました。今

までに行った主なイベントとそ

の特徴は次のとおりです。

０５年５月の結成１周年のつ

どい、小森陽一氏の講演、参加

者４８０人。０５年１０月、

「愛と平和の夕べ」の実行委員

会に参加、７００人。０６年３

月、「朝日新聞」多摩版への意

見広告の賛同者の組織、３５０

人。これには、民主党、日本共

産党、社民党の市議が参加しま

した。０７年４月、「町田の会」

結成３周年のつどい、参加５０

人。０７年１１月「憲法フェス

ティバル」、講演、堀澤祖門師、

このとりくみで、市内のお寺、

キリスト教会などを総訪問し、

仏教寺院１２、キリスト教会１

８，天理教３、神社１、イスラ

ム教会２が協力を表明、参加７

００人。０８年９月、元イラク

帰還兵アッシュ君の話を聞く会、

青年を中心に参加１２０人。

以上のような活動を通じて地

域や職場の会の組織をすすめて

いきました。こうして結成され

た地域の会の活動内容は大変多

面的です。定期的に地域を決め

戸別訪問して対話し、署名を集

める活動（金森）。毎月９の日

のつく日に駅頭で宣伝署名を行

い、毎月例会を開いている（た

まがわがくえん）。平和展やカ

ラオケの会。駅頭宣伝をやって

いる（あいはら・小山）。定例

駅頭宣伝や学習会、文化行事を

行い、「ニュース」を定期発行

している（南）。

「町田の会」は、今年５月で

結成５周年を迎えます。この記

念の行事として、５月２日につ

どいを計画しています。小森陽

一さんを講師にお招きし、今後

の活動を広げていく力にしてい

きたいと意気込んでおります。

（６）第２号 九条の会東京連絡会ニュース ２００９年４月５日

町田で「９条の会」を広げてきた
５年間の活動

憲法を守る町田の会事務局長

斉藤 勇



九条の会４周年記念－

講演と音楽のつどいに

９５０人に

九条の重さ、しっかり

心に刻む

世田谷・九条の会は「４周年

記念・新春講演と音楽のつどい」

を２月７日（土）午後、世田谷

区民会館で開き、９５０人が参

加しました。

実行委員長の吉原公一郎さん

（作家）が開会のあいさつ。俳

優の鈴木瑞穂さんが小林多喜二

の『蟹工船』の最後の部分を朗

読。「そして、彼等は、立ち上

がった。―もう一度！」としめ

くくり、深い感動を与えました・

音楽評論家の湯川れい子さん

は、音楽好きだった兄の戦死な

ど自らの戦争体験を交えて平和

を守る覚悟、九条への思いを世

界の元首脳たちなどの戦争と平

和の発言も紹介しながら講演し

ました。そして、「９月までに

は必ず総選挙がある。９条を守

る人と政党に投票し、声援しま

しょう」と訴え、大きな共感の

拍手に包まれました。

作曲家の池辺晋一郎さんは、

『レクイエム いのちこそ』に

寄せて、その思いなどを洒脱な

語り口で話し、会場を湧かせま

した。

最後に、全日本合唱コンクー

ル全国大会で金賞を受賞した松

原混声合唱団が『レクイエム

いのちこそ』（土井大助作詞・

構成、池辺晋一郎作曲）を歌い

上げました。「合唱にはこうい

う表現力があるのか」と会場の

聴衆を魅了しました。

参加者からは、「『蟹工船』

で、改めて団結の力のもつ意味

がよくわかった」「湯川さんの

話の中で、『スリーピー・ラグー

ン』の曲が入ってとてもよかっ

た。涙がとまらなかった」「素

敵な“つどい”だった。多くの

人びとの力の結集だ」「一流の

合唱団で、若い人たちの澄んだ

ハーモニーに感激した」「９条

を守るたたかいに元気と勇気を

もらえた」「九条の重さをしっ

かり心に刻むことができた」な

ど、感動を込めた感想がたくさ

ん寄せられました。

☆うたとトークのつどい

小室 等 平和をうたう

参加：フォーク歌手 小室 等

俳優 山本 亘

と き ４月11日(土)６時30

分

ところ 浜田山会館ホール

資料代 ５００円

主催

井の頭沿線九条の会・浜田山

【連絡先】

長田明美：03-3303-1848

平田紀子：03-3317-2755

山本洋子：03-3321-2755
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■連絡先登録のお願い

このニュースは東京連絡会の

事務局に連絡先登録していただ

いた会に送っています。

しかし、その登録会数は東京

にある九条の会800以上の内ま

だ300程にすぎません。

１ ぜひお知り合いの九条の会

にこのニュースをコピーして

教えてあげてください。

２ 連絡先登録がまだされてい

ない会（このニュースが直接

に送られていない会）はぜひ、

以下の４項目を事務局までご

連絡ください。次回より直接

その連絡先にニュースを送る

ようにします。

＊会の名前：

＊郵送先住所（郵便番号、○

○様方、○○気付までご記

入ください）：

＊Eメールアドレス：

＊FAX：

■賛同寄付金に関する
お願い

東京連絡会の財政はみなさん

の賛同寄付金と事業収入で賄う

ことになっています。

安定的な財政基盤の確保のた

めに、ぜひとも毎年一定額の賛

同金をお寄せ頂けるようお願い

します。

賛同金をお寄せ頂ける方は、

年額を以下の４種類から選んで、

お名前／住所／電話／FAX／E

メールアドレスをご記入の上、

東京連絡会事務局までご連絡く

ださい。ご連絡頂いた方には、

年一回、事務局から郵便振替用

紙を送らせていただきます。

ａ 年１０００円を寄付する。

ｂ 年３０００円を寄付する。

ｃ 年６０００円を寄付する。

ｄ 年１２０００円を寄付する。

■学習講演会のご案内

下記のような学習講演会を企

画しています。

今、雇用が破壊され、生活が

破壊されています。自衛隊はソ

マリア沖に派兵され、田母神前

空幕長を核に改憲派の「草の根」

運動も推し進められようとして

います。

来年は国民投票法の施行も予

定されています。

憲法をめぐるこの激しい動き

の中で９条と２５条を結びつけ

た運動をどう進めていいくのか。

渡辺治さんに熱く語ってもら

います。

チラシを同封しておきますの

で、ぜひお近くの方々に宣伝し

ていいただいて、お誘い合わせ

て多数でご参加いただけますよ

う、よろしくお願いいたします。

事務局の連絡先は以下の通り

です。

〒101-0061 東京都千代田区

三崎町3-3-3 太陽ビル503

TEL：03-3239-6716

FAX：03-3239-6717

メール：mail@9jo-tokyo.jp

ホームページ：

http://www.9jo-tokyo.jp

みなさんの会の催しなどの情

報をお寄せ頂いたらホームペー

ジに掲載します。ぜひご活用下

さい。

（８）第２号 九条の会東京連絡会ニュース ２００９年４月５日

事務局から

「激動の中の憲法」
～９条と２５条～

講師：渡辺治さん（九条
の会事務局・一橋大学

教授）

日時：４月１３日（月）
18：30～20：30

会場：コアいけぶくろ

（豊島区民センター）

６階文化ホール
資料代 大人 ８００円

若者 ５００円

学生 無料
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